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大
分
県
規
則
で
定
め
る
申
請
書
等
の
押
印
及
び
署
名
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

大
分
県
規
則
で
定
め
る
申
請
書
等
の
押
印
及
び
署
名
の
特
例
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
の
簡
素
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
負
担
の
軽
減
及
び
利
便

　

性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
大
分
県
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
申
請
書
、
届
出
書
そ
の

　

他
の
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
押
印
及
び
署
名
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

　

る
も
の
と
す
る
。

　

（
押
印
及
び
署
名
の
特
例
等
）

第
二
条　

申
請
書
等
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
に
係
る
規
則
の
規

　

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
押
印
を
不
要
と
す
る
。

２　

申
請
書
等
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
に
係
る
規
則
の
規
定
に

　

か
か
わ
ら
ず
、
押
印
及
び
署
名
を
不
要
と
す
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
押
印
を
不
要
と
し
た
申
請
書
等
の
う
ち
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
添
付
を
求
め
て

　

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
に
係
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
添

　

付
を
不
要
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

（
規
則
）

大
分
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

「
株
券
」
を
「
株
式
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
年
」
を
「
五
年
」

に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「県

知
事

」
を
「大

分
県
知
事

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

第
五
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第

十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
大
分
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
大
分
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　
　
　
部
を
改
正
す
る
規
則

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
大
分
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大
分

県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
中
「
し
、
訂
正
の
箇
所
に
認
印
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
氏
名
及
び
訂
正
年
月
日
を
記
載
」
を
「
の

上
、
当
該
報
告
書
を
訂
正
」
に
、
「
削
っ
た
」
を
「
訂
正
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。　
　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
号
ニ
中
「
及
び
法
人
で
あ
る
成
年
後
見
人
に
あ
っ
て
は
、
法
人
印
鑑
証
明
書
」
を
削
り
、
同

条
第
三
号
ハ
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を「
及

び

代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　

第
十
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

び
代

表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

を

「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

　
氏

　
名

」
　

氏
　

名
　

」
「及

び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　

第
十
四
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

び

代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

「
住

　
所

　
「

郵
便

番
号

　



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

（
規
則
）

る
。

　

別
表
第
二
の
宇
佐
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
２
号
）
の
項
を
削
る
。

　

第
一
号
様
式
中「

住
居

安
定

に
努

め
た

事
跡

　

　
（

申
込

回
数

）
」

を
「申

込
回
数

」
に
、「

で
あ

り
ま

す
か

ら
、

職
員

住
宅

の
使
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
る
よ
う

」
を
「、

職
員
住
宅
を
使
用
し
た
い
の
で

」
に
改
め
、
「㊞

」
、

「

」
及
び

　
上

記
の

と
お

り
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

所
属

長
職

氏
名

　
　

　
　

印
　

備
考
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「第

４
号
様
式

」
を
「第

４
号
様
式

（第
1
0
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「㊞

」
、
「許

可
し

て
下
さ
る
よ
う

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「第

８
号
様
式

」
を
「第

８
号
様
式

（第
1
7
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、

「を
許
可
下
さ
い
ま
す
よ
う

」
を
「に

つ
い
て
許
可
を
受
け
た
い
の
で

」
に
、
「取

消
さ
れ
た

」
を
「取

り

消
さ
れ
た

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「第

１
０
号
様
式

」
を
「第

１
０
号
様
式

（第
1
8
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削

り
、
「明

渡
し
ま
す

」
を
「明

け
渡
し
ま
す

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
備

考
を
削
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「第

１
１
号
様
式

」
を
「第

１
１
号
様
式

（第
2
2
条
関
係

）
」
に
改
め
、
「㊞

」
、

「許
可
下
さ
る
よ
う

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
「
第
七
項
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十

　

第
十
四
号
様
式
の
二
中　

氏
　

名
」

を　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
前
の
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す

　

る
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
第
二
号
様
式
、
第
二
号
様
式
の
二
、

　

第
十
号
様
式
、
第
十
号
様
式
の
二
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
の
二
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、

　

当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
十
九
の
項
中
「
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
」
を
「
義
務
教
育
終
了
前
」
に
、
「
小

学
校
等
」
を
「
学
校
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

（
規
則
）

「

」
に
改
め
る
。

連
絡

事
項

　

第
十
号
様
式
（
表
）
及
び
第
十
一
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
二
号
様
式
（
表
）
中
「
（公

共
職
業
訓
練
等
の
施
設
の
長
の
職
氏
名

）　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」

を
「
（公
共
職
業
訓
練
等
の
施
設
の
長
の
職
氏
名

）
」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
六
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

連
絡

事
項

取
扱

者
印

「

」
に
改
め
る
。

連
絡

事
項

　

第
十
七
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

連
絡

事
項

取
扱

者
印

「

」
に
改
め
る
。

連
絡

事
項

　

第
十
八
号
様
式
（
表
）
、
第
十
九
号
様
式
（
表
）
及
び
第
二
十
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
号
様
式
（
表
）
中
「申

請
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
一
号
様
式
の
二
（
表
）
中
「申

請
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を
「申

請

者
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
（
表
）
中
「申

請
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
三
号
様
式
（
表
）
及
び
第
二
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
四
号
様
式
の
二
（
表
）
及
び
第
二
十
四
号
様
式
の
三
（
表
）
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
項
ま
で
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
表
中
「
十
九
年
」
を
「
十
八
年
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

　

す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用

　

す
る
。

　

（
給
与
の
内
払
）

２　

職
員
が
改
正
前
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
二
年
二

　

月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
分
と
し
て
支
給
を
受
け
た
特
殊
勤
務
手
当
は
、
改
正

　

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　

　

退
職
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

退
職
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

退
職
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
」
を
削
る
。

　

第
一
号
様
式
（
表
）
中
「、

氏
名
及
び
印

」
を
「及
び
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
中
「、

氏
名
及

び
印

」
を
「及

び
氏
名

」
に
、
「記

入
し
た
上

、
押
印
す
る

」
を
「記

入
す
る

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
（
表
）
、
第
三
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
の
二
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
六
号
様
式
（
第
一
面
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
第
二
面
）
中 「

責

　
任

　
者

　
印

」

を 「
責

　
任

　
者

」

に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

連
絡

事
項

取
扱

者
印



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

（
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
四
号

　
　
　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  　

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
3
号
様
式
(
第

2
条
関
係

)
 

保
護
決
定
調

書
 

 
起
案
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
決
裁
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

地
区
名
 

ケ
ー
ス
N
o
.
 

世
帯
主
氏
名
 

室
長
 

班
員

 
担
当
員
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所
 

認
定
年
月
日
 
世
帯
類
型
 

労
働
力
類
型
 

Ⅰ
類
 
性
別
 
年
齢
 
居
宅
区
分
 一
般
基
準
額
 
加

算
 
介
護
加
算
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
類

計
 
 
 

冬
季
加
算
 

 
 

Ⅱ
類

計
 
 
 

生
活
費
計
 

 
 

家
賃
 
 
 

住
宅

費
 

 
 

教育 

N
o
.
 
学

校
名
 
学
年
 
基
準
額
 
給
食
費
 
交
通
費
 
教
育
費
計
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
一
時
扶
助
内
訳

)
 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収入認定額 

開
始
手
持
金

収
入
認
定
額
 

扶助決定額 

 
 

最
低

生
活
費
 
収
入

充
当
額
 
扶
助
費
 

生
活
 
 

 
 

 
 
 

住
宅
 
 

 
 

 
 
 

教
育
 
 

 
 

 
 
 

代
理
納
付
保
険
料
 
 

 
生
業
 
 

 
 

 
 
 

既
支

払
額
 
 

 
一
時
 
 

 
 

 
 
 

正
支

払
額
 
 

 
計

 
 

 
 

 
 
 

調
整

額
 
 

 
施

設
事
務
費
  

 
 

 
 
 

経
理
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
施
行
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

 
(
決
定
理
由
)
 

介
護
 
 

 

医
療
 
 

 

 
 

 



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

（
規
則
）

　

第
七
号
様
式
中
「母

子
・
寡
婦
福
祉

」
を
「母

子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中

「の
印

」
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

年
月
日
 

 
 

 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
認

定
 

ケ
ー
ス
格
付
 

収入認定欄 

認定額 

           
 

(
認

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

必要経費等内訳 

           
 

(
認

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合
計
 
 
 

摘要 

 
 

 



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
規
則
）

　

第
九
号
様
式
中
「文

書
収
受
月
日
番
号

」
を
「文

書
収
受
年
月
日
及
び
番
号

」
に
、
「指

導
員
受
理
月
日

及
び
受
領
印

」
を
「指
導
員
の
受
理
年
月
日

」
に
、
「担

当
員
へ
交
付
月
日
及
び
受
領
印

」
を
「担

当
員
へ

交
付
年
月
日

」
に
、
「起

案
月
日

」
を
「起

案
年
月
日

」
に
、
「決

裁
月
日

」
を
「決

裁
年
月

日
」
に
、

「施
行
月
日

」
を
「施

行
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「交

付
担
当
者
印

」
を
「交

付
担
当
者

」
に
、
「受

領
印

」
を
「記

名
欄

」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「交

付
担
当
者
印

」
を
「交

付
担
当
者

」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
中
「別

紙
３
は

」
を
「別

紙
３
ま
で
は

」
に
改
め
、

同
様
式
の
別
紙
一
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
紙
の
注
５
中

「５
の

」
を
「５

ま
で
の

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
紙
に
注
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　

注　
住
所
及
び
氏
名
欄
に
必
ず

、
署
名
を
し
て
く
だ
さ
い

。

　

第
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
一
）
の
（
裏
面
）
中
「見

積
し
ま
し
た

」
を
「見

積
り
ま
し
た

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
一
）
の
（
裏
面
）
の
注

１
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「見

と
お
し

」
を
「見

通
し

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「う

け
て

」
を
「受

け
て

」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、
「か

こ
み

」
を
「囲

み

」
に
、
「か

こ
ん
で

」
を
「囲

ん
で

」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
八
号
様
式
の
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
（
裏
面
）
中
「見

と
お
し

」
を
「見

通
し

」

に
改
め
る
。

　

第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
備
考
⑴
中
「と

印
鑑

」
を
削
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
五
号
様
式
の
（
別
紙
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「言

い
ま
す

」
を
「い

い
ま
す

」
に
、
「下

さ
い

」

を
「く

だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
号
様
式
中
「手

続
き

」
を
「手

続

」
に
、
「折

返
し

」
を
「折

り
返
し

」
に
改
め
、
同
様
式
の

（
別
紙
）
中
「印
」
を
削
り
、
「申

し
込
み

」
を
「申

込
み

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「支

給
年
月

」
を
「支

給
年
月
日

」
に
、
「領

収
印

」
を
「記

名

欄

」
に
改
め
る
。

第
8
号
様
式
(
第

2
条
関
係

)
 

ケ
ー
ス
番
号
登
載
簿

 

ケ
ー
ス

番
号
 
氏

名
 
住

所
 

開
始
、
停

廃
止
、
却

下
の

別
及

び
年

月
日
 

区
 
分
 

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
規
則
）

」

「

」
を

印

旧
姓

（
併

記
を

希
望

す
る

場
合

に
限

る
。

）

「

」
に
、
「氏

名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代

旧
姓

（
併

記
を

希
望

す
る

場
合

に
限

る
。

）

え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「イ

ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

」
に

改
め
る
。

「

」
を
削
り
、

手
数

料
徴

収
印

　

第
四
号
様
式
中

「

」
を

印

「

」
に
、
「氏

名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代

え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「イ

ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

」
に

改
め
る
。

「
印

　

第
五
号
様
式
中

を

　

第
二
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
１
中
「寄

付
行
為

」
を
「寄

附
行
為

」
に
改

め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
３
中
「当

る

」
を
「当

た
る

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
号
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
十
五
号
様
式
中 「

氏
名

又
は

名
称

　
　

　
　

　
　

　
　

　
㊞

　
受

益
者

と
の

関
係

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
齢

　
　

　
　

　
」

を
「氏　

　
　
　
名

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
号
様
式
中

室
長

室
長

班
員

　

第
三
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
十

　

一
号
様
式
ま
で
、
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
ま
で
、
第
二
十
二
号
様
式
、
第
二

　

十
五
号
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式
か
ら
第
三
十
七
号
様
式
ま
で
及
び
第
三
十
九
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用

　

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「

手
数

料
徴

収
印

　

第
三
号
様
式
中

を
削
り
、



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

九

（
規
則
）

」

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　

注

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

「

」
を
削
り
、

手
数

料
徴

収
印

　

第
六
号
様
式
中

「

」
を

印

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

注

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

　

第
七
号
様
式
中

「

」
を
削
り
、

手
数

料
徴

収
印

「

」
を

印

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

　

「

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

」

　

注

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

　
　
　

※印
欄
に
は

、
記
入
し
な
い
こ
と

。

「

　

第
九
号
様
式
中

手
数

料
徴

収
印

を
削
り
、

」

「

」
を

印

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

　

注

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

「

」
を
削
り
、

手
数

料
徴

収
印

　

第
十
号
様
式
中

「

」
を

印

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

　

「

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
〇

（
規
則
）

　
　

型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十

　
　

四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着

　
　

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

　
　

入
所
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
事
業
所
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合
に
限

　
　

る
。
）

　

十
四　

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
看
護
職
員

　
　

が
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

十
五　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条

　
　

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ

　
　

る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
看
護
職
員
が
従

　
　

事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

十
六　

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合
に
限

　
　

る
。
）

　

十
七　

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合

　
　

に
限
る
。
）

「

」
を

性
　

別

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

男
・

女

「

」

に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「う

え

」
を
「上

」
に
改
め
、
「性

別　
男
・
女

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考　
保
証
人
は

、
実
印
を
押
印
し

、
印
鑑
登
録
証
明
書

（発
行
後
３
箇
月
以
内
の
も
の

）を
添
付
す
る

　
　
　
こ
と

。

　

第
四
号
様
式
の
（
表
）
、
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
七
号
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考　
保
証
人
は

、
実
印
を
押
印
し

、
印
鑑
登
録
証
明
書

（発
行
後
３
箇
月
以
内
の
も
の

）を
添
付
す
る

　
　
　
こ
と

。

　

第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

」

　

注

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

　

第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

１

　

イ
ン
ク
又
は
ボ

ー
ル
ペ
ン
を
も
つ
て
楷
書
で
記
入
す
る
こ
と

。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
及
び
第
九
号
様
式

　

か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

　

で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉

　
　

施
設
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

第
二
条
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ

　
　

ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訪
問
入
浴
介
護
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
、
同

　
　

条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
所
介
護
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
条
第
十
項
に

　
　

規
定
す
る
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う

　
　

事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
事
業
所
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

十
三　

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

　
　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
一

（
規
則
）

　

大
分
県
麻
薬
中
毒
者
入
院
医
療
費
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
大
分
県
麻
薬
中
毒
者
入
院
医
療
費
徴
収
規
則
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
分
の
費
用
の
徴
収

　

か
ら
適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
三
十
七
号
様
式
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
１　

設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

　

第
三
十
七
号
様
式
の
添
付
書
類
中
５
を
削
り
、
６
を
５
と
し
、
７
を
削
り
、
８
を
６
と
し
、
９
を
７
と

し
、
10
を
８
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「氏　

名　
　
　
　
　
　
　
㊞

」
を
「氏　

名

　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

性
　

別

　
㊞

　
男

・
女

」
を

「

」
に
、

　
㊞

　

「

」
を

性
　

別

男
・

女

「

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の

」

よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考

　

新
た
な
保
証
人
は

、
実
印
を
押
印
し

、
印
鑑
登
録
証
明
書

（発
行
後
３
箇
月
以
内
の
も
の

）を
添

　
　
　
付
す
る
こ
と

　

第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
の
（
表
）

　

ま
で
、
第
五
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙

　

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
麻
薬
中
毒
者
入
院
医
療
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

大
分
県
麻
薬
中
毒
者
入
院
医
療
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
二

（
規
則
）

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

農
村
負
債
整
理
組
合
法
並
ニ
農
村
負
債
整
理
資
金
特
別
融
通
及
損
失
補
償
法
施
行
細
則
の
一

　
　
　
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
村
負
債
整
理
組
合
法
並
ニ
農
村
負
債
整
理
資
金
特
別
融
通
及
損
失
補
償
法
施
行
細
則
（
昭
和
十
四
年
大

分
県
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
記
載
シ
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に

改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「
昭
和
」
を
削
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「
㊞
」
及
び
「
昭
和
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「
記
名
捺
印
ス
ル
」
を
「
氏
名
ヲ
記

載
ス
ル
」
に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「
昭
和
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　
大
分
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
検
査
命
令
書
及
び
身
分
証
明
書
の
提
示
並
び
に
検
査
通
知
書
の
交
付
）

第
十
条　

検
査
員
は
、
検
査
に
着
手
す
る
と
き
は
、
組
合
の
責
任
者
に
対
し
、
前
条
第
二
項
の
検
査
命
令
書

　

及
び
当
該
検
査
に
係
る
検
査
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
身
分
証
明
書
を
提
示
す
る
と
と
も

　

に
、
当
該
検
査
に
係
る
検
査
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
精
神
障
害
者
入
院
治
療
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

大
分
県
精
神
障
害
者
入
院
治
療
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
精
神
障
害
者
入
院
治
療
費
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
ハ
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
大
分
県
精
神
障
害
者
入
院
治
療
費
徴
収
規
則
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
分
の
費
用
の
徴
収

　

か
ら
適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

大
分
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
「
（自

署
又
は
記
名
・
押
印

）
」
を
削

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

農
村
負
債
整
理
組
合
法
並
ニ
農
村
負
債
整
理
資
金
特
別
融
通
及
損
失
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
三

（
規
則
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
農
業
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　
大
分
県
立
農
業
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　

大
分
県
立
農
業
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
分
県
規
則
第
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「連

記
し

、
か
つ

、
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に

改
め
、
「。

な
お

、
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は

、
代
表
者
氏
名

）を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、

自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
中
「連

記
し

、
か
つ

、
押
印
す
る
こ
と

。
な
お

、
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は

、
代
表
者
氏
名

）を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き

る

」
を
「記

名
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「連

記
し

、
か
つ

、
押
印
す
る
こ
と

。
な
お

、
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は

、
代
表
者
氏
名

）を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き

る

」
を
「記

名
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式
（
第
1
0
条
関
係
）

第
号

年
月

日

殿

大
分
県
知
事

印

検
査

通
知

書

農
業
保
険
法
第
２
０
９
条
第

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
組
合
の
検
査
を
下
記
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

記

１
検
査
期
日

２
検
査
員
職
氏
名



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
四

（
規
則
）

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
及
び
第

　

八
号
様
式
か
ら
第
四
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
の
七
中
「船

舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法

」
を
「船

舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法

」
に
、

「

」
を

保
障

契
約

締
結

の

有
無

【
有

・
無

】

保
障

契
約

証
明

書
等

の
番

号
（

保
障

契
約

証
明

書
等

を
有

し
て

い
る

場

合
）

保
障

契
約

証
明

書

等
を

有
し

て
い

な

い
場

合
の

記
入

事

項

①
保

険
者

等
の

氏
名

又
は

名
称

②
保

障
契

約
の

証
書

の
番

号

③
保

障
契

約
の

有
効

期
間

④
燃

料
油

濁
損

害
及

び
船

体
撤

去
の

費
用

を
担

保
・

填
補

す
る

契
約

と
な

つ
て

い
る

か

【
な

つ
て

い
る

・
な

つ
て

い
な

い
】

⑤
保

障
限

度
額

過
去

一
年

間
の

本
邦

内
の

港
へ

の
入

港
実

績
の

有
無

　
　

　
　

【
有

・
無

】

　

第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

　

第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「終

了
し
な
か
っ
た

」
を
「終

了
し
な
か
つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式

の
注
１
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
中
「着

手
し
な
か
っ
た

」
を
「着

手
し
な
か
つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
の

注
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

　

第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
の
二
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
十
九
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

　

第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「が

連
署
す
る

」
を
「の

記
名
を
す
る

」
に
改
め

る
。

　

第
二
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
二
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「理
事
長
が
連
署
し

、
か
つ

、
押
印
す
る

」
を

「理
事
長
名
を
記
名
す
る

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
十
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「連

記
し

、
か
つ

、
押
印
す
る

」
を

「記
名
す
る

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
号
様
式
（
そ
の
二
）
か
ら
第
三
十
号
様
式
（
そ
の
六
）
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
三
十
四
号
様
式
か
ら
第
三
十
七
号
様
式
（
そ
の
三
）
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「あ

て

」
を
「宛

て

」

に
、
「押

印
は
不
要
と
す
る

」
を
「署

名
で
は
な
く
記
名
と
し

、
委
任
状
が
な
い
場
合
は

、
自
署
す
る
こ

と

」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
五

（
規
則
）

「

」
に

保
障

契
約

締
結

の

有
無

【
有

・
無

】

保
障

契
約

証
明

書
等

の
番

号
（

保
障

契
約

証
明

書
等

を
有

し
て

い
る

場

合
）

一
般

船
舶

等
保

障
契

約
証

明
書

難
破

物
保

障
契

約
証

明
書

Ｃ
Ｌ

Ｃ
条

約
証

書

バ
ン

カ
ー

条
約

証
書

ナ
イ

ロ
ビ

条
約

証
書

保
障

契
約

証
明

書

等
を

有
し

て
い

な

い
場

合
の

記
入

事

項

①
保

険
者

等
の

氏
名

又
は

名
称

②
保

障
契

約
の

証
書

の
番

号

③
保

障
契

約
の

有
効

期
間

④
燃

料
油

濁
損

害
及

び
船

体
撤

去
の

費
用

を
担

保
・

填
補

す
る

契
約

と
な

つ
て

い
る

か

【
な

つ
て

い
る

・
な

つ
て

い
な

い
】

⑤
保

障
限

度
額

過
去

一
年

間
の

本
邦

内
の

港
へ

の
入

港
実

績
の

有
無

　
　

　
　

【
有

・
無

】

＊
総

ト
ン

数
100ト

ン
以

上
1000ト

ン
以

下
の

一
般

船
舶

（
燃

料
油

油
濁

損
害

）
、

総
ト

ン
数

100ト

ン
以

上
300ト

ン
未

満
の

一
般

船
舶

（
船

骸
撤

去
等

の
費

用
）

に
限

り
、

①
～

⑤
の

項
目

を
記

載
す

る
こ

と
で

、
保

障
契

約
証

明
書

等
に

替
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
の
八
中
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
の
九
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
五
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
七
の
規
定
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

　

間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
開
発
行
為

の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特

　
　
　
定
開
発
行
為
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
開
発
行
為

の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
及
び
第
３
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

　

第
四
号
様
式
中「

特
定

開
発

行
為

許
可

申
請

者
　

住
　

所

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

　
名

　
　

　
　

　
　

㊞
　

」

を「
特

定
開

発
行

為
許

可
申

請
者

　
住

　
所

　
　

　
　

　
氏

　
名

　
　

　
　

　
　

　
　

」

に
、
「氏

名

（法
人
に
あ
っ
て
は

、
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載

し

」
を
「管

理
予
定
者
の
氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は

、
代
表
者
の
氏
名

）は

」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３

と
す
る
。

　

第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
に
お
け
る
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
六

（
規
則
）

「

」
を

　
※

　
資

　
格

　
確

　
認

　
欄

（
担

当
者

確
認

印
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

㊞
　

※
受

　
　

付
　

　
欄

※
手

数
料

欄

「

」
に
改
め
、

※
受

　
　

付
　

　
欄

※
手

数
料

欄

同
様
式
の
注
３
中
「囲

み
、
確
認
印
を
押
す

」
を
「囲

む

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　
大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
号
様
式
（
第
一
面
）
及
び
第
一
号
の
二
様
式
中
「
（署　

名

）
」
を
削
る
。

　

第
一
号
の
三
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
に
お
け
る
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る

　
　
　
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
に
お
け
る
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
大
分
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「ブ

ロ
ツ
ク

」
を
「ブ

ロ
ッ
ク

」
に
、
「ロ

ツ
ト

」
を
「ロ

ッ
ト

」

に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　
大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
し

、
注
５
を
注
４
と
す
る
。

　

第
六
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

　

第
八
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
中
「㊞

」
、
注
４
及
び
注
５
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
裏
）
中
注
８
及
び
注
９
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
、
注
２
及
び
注
３
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

　

第
十
三
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
、
注
４
及
び
注
５
を
削
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
、
注
３
及
び
注
４
を
削
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
、
注
２
及
び
注
３
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
七

（
規
則
）

123

電
話

番
号

開
設

者
の

氏
名

又
は

名
称

法
人

の
役

員
（
開

設
者

が
法

人
の

場
合

の
み

）

管
理

建
築

士

所
属

建
築

士

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

登
録

番
号

変更事項

別
添

２
 「

所
属

建
築

士
変

更
事

項
」
の

と
お

り

ふ
り

が
な

ふ
り

が
な

一
級

・
二

級
・
木

造
の

別

氏
名

別
添

１
 「

役
員

名
簿

」
の

と
お

り

建
築

士
事

務
所

欄
に

つ
い

て
は

、
変

更
前

の
事

項
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

変
更

事
項

欄
に

つ
い

て
は

、
変

更
が

あ
っ

た
事

項
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

登
録

番
号

開
設

者
の

氏
名

又
は

名
称

建
築

士
事

務
所

の
名

称

建
築

士
事

務
所

の
所

在
地

一
級

建
築

士
事

務
所

、
二

級
建

築
士

事
務

所
又

は
木

造
建

築
士

事
務

所
の

別

登
録

年
月

日

建築士事務所

開
設

者
の

氏
名

又
は

名
称

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
、

届
出

者
欄

に
つ

い
て

は
、

変
更

後
の

開
設

者
の

氏
名

又
は

名
称

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

年
月

日

〔
注

意
事

項
〕

建
築

士
事

務
所

登
録

事
項

変
更

届
一

級
二

級
木

造

大
分

県
知

事
殿

指
定

事
務

所
登

録
機

関

届
　

　
出

　
　

者
（
開

設
者

の
氏

名
（
開

設
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）
）

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

建
築

士
事

務
所

の
登

録
事

項
に

次
の

と
お

り
変

更
が

あ
っ

た
の

で
、

　
建

築
士

法
第

２
３

条
の

５
第

１
項

項
　

目
変

更
年

月
日

建
築

士
法

第
２

３
条

の
５

第
２

項

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

登
録

年
月

日

氏
名

ふ
り

が
な

〒〒
〒登

録
番

号

登
録

年
月

日

一
級

・
二

級
・
木

造
の

別

第
９
号
様
式

（
第

３
７

条
関

係
）

ふ
り

が
な

管
理

建
築

士
講

習
を

修
了

し
た

年
月

日

年
　

　
　

月
　

　
　

日

修
了

証
番

号
　

第
　

　
号

建
築

士
事

務
所

の
名

称

建
築

士
事

務
所

の
所

在
地

12

有無

「
変
更
前
」
及
び
「
変
更
後
」
に
お
け
る
全
て
の
役
員
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

全
て
の
役
員
に
つ
い
て
こ
の
書
類
に
記
入
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
備
考
の
「
有
」
の
□
の
中
に
レ
を
付
け
た
上
で
、
こ
の
書
類
に
記
入
し
き
れ
な
い
部
分
を
別
紙

に
記
入
し
て
添
え
て
く
だ
さ
い
。

変
　
更
　
後

□ □
別
紙

（
備
考
）

役
　
　
名

生
　
年
　
月
　
日

日
年

月

男・女 男・女男・女男・女男・女男・女男・女 男・女男・女男・女男・女男・女男・女

ふ
り
が
な

氏
　
　
　
名

男・女男・女

月

年年

月

日 日

月
日日

年年
月

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

変
　
更
　
前

役
　
　
名

氏
　
　
　
名

ふ
り
が
な

〔
記
入
注
意
〕

役
員
名
簿

　
別
添
１



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
八

（
規
則
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
号

　
　
　
大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
様
式
の
一
の
（
表
）
及
び
第
一
号
様
式
の
二
の
（
表
）
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
る
。

「

」
を

　

第
四
号
様
式
の
（
表
）
中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
㊞

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
）
中

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生

「

」
を

　
　

年
　

　
月

　
　

日
領

収
済

担
当

者
の

印
　

「

」

に
改
め
る
。

　
　

年
　

　
月

　
　

日
領

収
済

　

第
十
一
号
様
式
の
一
及
び
第
十
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
「う

え

」
を
「上

」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
、
第
二
十
九
号
様
式
、
第
三
十
九
号
様
式
、

第
三
十
九
号
様
式
の
三
、
第
三
十
九
号
様
式
の
五
、
第
四
十
号
様
式
及
び
第
四
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削

る
。

12

有無

（
備

考
）

○
 
新

た
に
所

属
建
築

士
と

な
っ

た
者

登
録
を

受
け

た
都

道
府
県

名
（

二
級

建
築
士

又
は

木
造

建
築
士

の
場

合
）

構
造

設
計
一

級
建

築
士

又
は
設

備
設

計
一

級
建
築

士
で

あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、

そ
の
旨

構
造

設
計

一
級
建

築
士

証
又

は
設
備

設
計

一
級

建
築
士

証
の

交
付
番

号

氏
　
　

名
一

級
建

築
士
、

二
級

建
築

士
又
は

木
造

建
築

士
の

別
登
録

番
号

構
造
設

計
一
級

建
築

士
　
　

　
　
 
名

設
備
設

計
一
級

建
築

士
　
　

　
　
 
名

構
造
設

計
一

級
建

築
士

　
　

　
　

 
名

設
備
設

計
一

級
建

築
士

　
　

　
　

 
名

計
　
　

　
　

　
　

木
造

建
築

士
　

　
　

　
　
　

　
　
 
名

一
級
建

築
士

　
　

　
　

　
　

　
 
　

名

○
現
行

の
所

属
建

築
士

及
び

所
属
を

外
れ

た
建

築
士

二
級
建

築
士

　
　

　
　

　
　

　
　

 
名

変
　
更
　
後

所
属

を
外

れ
た

年
月
日

氏
　
　

名
一

級
建

築
士
、

二
級

建
築

士
又
は

木
造

建
築

士
の
別

登
録

番
号

構
造

設
計

一
級

建
築

士
証
又

は
設

備
設

計
一
級

建
築

士
証

の
交

付
番

号

登
録
を

受
け
た

都
道

府
県

名
（
二

級
建

築
士

又
は
木

造
建

築
士

の
場
合

）

構
造

設
計
一

級
建

築
士

又
は
設

備
設

計
一

級
建
築

士
で

あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

一
級

建
築

士
　

　
　

　
　

　
　

 
　

名

こ
の
書
類
に
記
入
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
備
考
の
「
有
」
の
□
の
中
に
レ
を
付
け
た
上
で
、
こ
の
書
類
に
記
入
し
き
れ
な
い
部
分

を
別

紙
に
記
入
し
て
添
え
て
く
だ
さ

い
。

所
属

し
た

年
月

日

□ □
二

級
建

築
士
　

　
　

　
　
　

　
　
 
名

計
　
　

　
　

　
　

木
造

建
築

士
　
　
　

　
　

　
　

　
 
名

変
　
更
　
前

別
紙

　
別

添
２

所
属

建
築

士
変

更
事

項
〔
記
入
注
意
〕

下
欄
「
現
行
の
所
属
建
築
士
及
び
所
属
を
外
れ
た
建
築
士
」
に
お
い
て
は
、
従
前
に
登
録
さ
れ
た
全
て
の
所
属
建
築
士
を
記
入
の

上
、

所
属
を
外
れ
た
建
築
士
に
つ
い

て
、
所
属
が
外
れ
た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
九

（
規
則
）

第
６
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

証
　
　
紙
　
　
交
　
　
付
　
　
簿

（
払
出
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

円
枚

枚
枚

注
　
１
　
こ
の
様
式
は
、
総
括
及
び
払
出
し
先
ご
と
の
受
払
い
に
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
総
括
に
使
用
す
る
場
合
は
、
証
紙
の
種
類
ご
と
の
口
座
を
設
け
る
こ
と
。

　
　
３
　
月
計
及
び
累
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
４
　
証
紙
の
取
扱
者
は
、
月
計
集
計
後
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
課
長
及
び
班
総
括
に
回
議
す

　
　
　
る
こ
と
。

備
考

年
月

日
証
紙
の
種
類
受

入
れ
払

出
し

残
（
払
出
累
計
）

　

第
四
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
中
「規

則

」
を
「大

分
県
県
営
住
宅
等
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
一
の

　

（
表
）
、
第
一
号
様
式
の
二
の
（
表
）
、
第
四
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
の
一
、
第
十
一
号
様
式
の
二
、

　

第
十
五
号
様
式
、
第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
、
第
二
十
九
号
様
式
、
第

　

三
十
九
号
様
式
、
第
三
十
九
号
様
式
の
三
、
第
三
十
九
号
様
式
の
五
、
第
四
十
号
様
式
、
第
四
十
四
号
様

　

式
、
第
四
十
八
号
様
式
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し

　

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
一
号

　
　
　
大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
二
条
を
削
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
号

様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
、
「
第
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様

式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

別
表
の
食
品
行
商
許
可
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二
〇

（
規
則
）

第
８
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

証
　
　
紙
　
　
受
　
　
払
　
　
簿

受
枚

払
枚

円
残

枚

受
枚

払
枚

円
残

枚

受
枚

円
残

枚

受
枚

払
枚

円
残

枚

受
枚

払
枚

円
残

枚

注
　
１
　
月
計
及
び
累
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
証
紙
の
取
扱
者
は
、
月
計
集
計
後
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
県
の
機
関
の
長
及
び
出
納
員
又

　
　
　
は
金
銭
出
納
員
に
回
議
す
る
こ
と
。

受
払

年
月

日

　

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二
一

（
規
則
）

　

第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
を
削
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「第

1
3
条
関
係

」
を
「第

1
2
条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
三

号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「第

1
4
条
関
係

」
を
「第

1
3
条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
四

号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
六
号
様
式
中
「第

1
4
条
関
係

」
を
「第

1
3
条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
五

号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
七
号
様
式
中
「第

1
6
条
関
係

」
を
「第

1
5
条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
六

号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中
「第

1
6
条
関
係

」
を
「第

1
5
条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
七

号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
食
品
行
商
許
可
事
務
の
項
を
削

る
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


